
当社は、「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、以下のように取り組むことを宣言します。 最終更新：

№

1 Ａ ①

2 Ａ ⑪

3 Ｄ ②

4 Ｆ ①
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6

物流の改善提案と協力

働きやすい環境作り

「ホワイト物流」推進運動

持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言

企業・組合名 氏名 所在地 主たる事業役職 ホームページ

代表取締役

取組内容

取引先や物流事業者から、荷待ち時間や運転手の手作業での荷卸しの削減、付帯作業の合理化等について要請があっ
た場合は、真摯に協議に応じるとともに、自らも積極的に提案します。

運行時間がタイトな運行に関しましては、運行時間・拘束時間短縮を目的とし、現状一部高速道路使用から全線高速 道
路使用へのシフトチェンジの為、荷主への値上げ要請を実施する。

定年後の再雇用・女性ドライバーの採用・未経験者採用など幅広い人材の採用と教育を進め多様な人材が活躍できる職
場作りを目指します

H28年に、静岡市物流団地協同組合の一員として静岡市の宇津ノ谷に拠点を移しました。構内には多くの共同施設を完
備し、組合員の社員が働きやすい環境を作りました。シャワー室は乗務員の利用率も高く、受委託点呼の実施も円滑に運
営されています。今後も環境づくりに注力し、人財を大切にしていくことを努力します。

高速道路の利用

PR欄

異常気象時等の運行の中止・中断
等

荷主からの要請により配送の指示があった場合でも乗務員に危険が及ぶ恐れがある場合には、手前での停車もしくは引
き返しを指示し、荷主に 配送不可の報告を行う様にし、危険な運行をさせない様にしていきます。配送可能かどうかはあ
る程度乗務員の判断による。

分類番号 取組項目

静岡県 運輸業，郵便業有限会社ワイ・エイチ・エス 杉山　智子

（取組方針）
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善に取り
組みます。

（法令遵守への配慮）
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行います。

（契約内容の明確化・遵守）
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。
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